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【手続補正書】
【提出日】平成20年12月3日(2008.12.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
喘息の肺における気道の壁を処置するための装置であって、該装置は、以下：
　喘息の肺の気道へ挿入されるように構成された細長本体であって、近位末端と遠位末端
とを有する、細長本体；
　該喘息の肺へ光を伝達するための、該細長本体の近位末端から遠位末端へ延びる光伝達
ファイバー；
　該気道の壁に適用されたときに、該気道を取り囲む平滑筋細胞中のＤＮＡを架橋し、該
気道を取り囲む該平滑筋細胞の複製を妨げる波長および強度で、該細長本体に光を送達す
るための光源；
　該光源に該細長本体を接続するための、該細長本体の該遠位末端上にあるコネクタ；お
よび
　該細長本体の該遠位末端から実質的に放射状パターンで該光伝達ファイバーから該光を
拡散または再方向付けするための、該細長本体の遠位末端に配置された光方向付け部材、
を備え、
　該処置は、即効的な効果を生じないが、経時的に平滑筋細胞の縮小を生じ、実質的に再
増殖を妨げ、その結果、該気道が収縮する能力を低減させて喘息を処置する、
装置。
【請求項２】
前記光源が約２４０ｎｍ～約２８０ｎｍの波長を有する光を送達する、請求項１に記載の
装置。
【請求項３】
前記光源が赤色可視域にある光を送達する、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
前記光方向付け部材が、前記光伝達ファイバーからの光を前記ファイバーの長軸から離れ
た方向で再方向付けする、実質的に円錐状の反射面を備える、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
前記反射面が、凹状断面である、請求項４に記載の装置。
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【請求項６】
前記反射面が、実質的に平面状断面である、請求項４に記載の装置。
【請求項７】
前記反射面が、実質的に放物型断面である、請求項４に記載の装置。
【請求項８】
前記光方向付け部材が、前記光伝達ファイバーからの光を前記ファイバーの長軸から離れ
た方向で方向付けする、拡散レンズを備える、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
前記光伝達ファイバーが、前記気道への送達のためのシースにより取り囲まれている、請
求項１に記載の装置。
【請求項１０】
前記シースが透明遠位末端部分を備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
前記シースは、前記光方向付け部材により再方向付けされた光が該シースを出ることを可
能にするための複数の透明ウィンドウを有する遠位部分を備える、請求項９に記載の装置
。
【請求項１２】
喘息を処置して気管支痙攣を制御するための装置であって、該装置は、以下：
　平滑筋細胞の減少または除去により気管支痙攣が制御されるように、気道を取り囲む平
滑筋細胞中のＤＮＡを架橋し該平滑筋細胞の複製を妨げる波長および強度で、喘息の肺に
おける該気道の壁に照射するための手段
を備え、
　該処置は、即効的な効果を生じないが、経時的に平滑筋細胞の縮小を生じ、実質的に再
増殖を妨げる、
装置。
【請求項１３】
前記気道の前記壁に適用される光が約２４０ｎｍ～約２８０ｎｍの波長を有する、請求項
１２に記載の装置。
【請求項１４】
前記気道の前記壁に適用される光が赤色可視域にある、請求項１２に記載の装置。
【請求項１５】
前記光が、前記気道に沿って光送達デバイスを動かすことにより前記壁に適用されるよう
に構成された、請求項１２に記載の装置。
【請求項１６】
呼吸状態を処置して粘液栓形成を制御するための装置であって、該装置は、以下：
　粘液腺細胞の減少または除去により粘液栓形成が妨げられるように、気道を取り囲む該
粘液腺細胞中のＤＮＡを架橋し該粘液腺細胞の複製を妨げる波長および強度で、肺におけ
る該気道の壁に照射するための手段
を備え、
　該処置は、即効的な効果を生じないが、経時的に粘液栓形成を妨げ、実質的に再増殖を
妨げる、
装置。
【請求項１７】
前記気道の前記壁に適用される光が、約２４０ｎｍ～約２８０ｎｍの波長を有する、請求
項１６に記載の装置。
【請求項１８】
前記気道の前記壁に適用される光が赤色可視域にある、請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
前記光が、前記気道に沿って光送達デバイスを動かすことにより前記壁に適用されるよう
に構成された、請求項１６に記載の装置。
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